
 

 

 

 

 

地方からの提案個票 
＜各府省第２次回答まで＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

通 番 ヒアリング事項 個票のページ

１８ 介護支援専門員業務に係る監督事務の指定都市・中核市への移譲 １～３ 

２ サービス付き高齢者向け住宅に係る計画策定権限等の市町村への移譲 ４～１１ 

２６ 
公営住宅の一部入居者（生活保護受給者又は一定の認知症患者）に対する

収入申告の義務付けの緩和 
１２～１７ 

３７ 都市公園の占用期間の条例委任 １８～２０ 

３９ 都市計画の軽易な変更の見直し ２１～２６ 

４０ 町村の都市計画に係る都道府県同意の廃止 ２７～３２ 
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